
町からのお知らせ

お　知　ら　せ 

岐阜県自転車条例
　10月1日より、自転車損害賠償保険等
への加入義務化が始まります。万が一
の際に相手と自分を守るものになります
ので、必ず保険に入りましょう。
　また、ヘルメット着用の努力義務も始
まります。自転車に乗る際はヘルメット
の着用をお願いします。
問岐阜県県民生活安全課　☎︎272-1111

令和5年4月小学校
新入学予定児童の健康診断
　来春、新入学を予定する児童の健康診
断などを行います。対象の児童の保護者に
は9月中旬までに、各小学校より通知します。
場所・日時

・笠松小学校 10月3日（月）
 受付　午後1時

・松枝小学校 10月21日（金）
 受付　午後1時

・下羽栗小学校 10月4日（火）
 受付　午後1時
健康診断などの内容
　内科・歯科・眼科・耳鼻咽喉科の各検査
と知能検査
※通知のあった学校で健康診断を受けられ

ない場合は、必ず教育委員会へ連絡して
ください。不明な点があればお気軽にご
相談ください。

問羽島郡二町教育委員会　学校教育課
　☎︎245-1133

図書室利用者カードの有効期限と更新手続きのお願い
　8月から笠松町図書室利用者カー
ドに有効期限が設けられました。有
効期限は、交付または更新から5年
です。
　交付から5年以上経過している方
は、来室の際に更新手続きをお願い
します。
　なお、住所や連絡先に変更がある方も手続きをしてください。
持ち物　利用者カード、本人確認書類（運転免許証、保険証、

学生証など）
問笠松中央公民館　☎︎388-3231

 福祉医療費受給者証（重度）更新の手続きを
　福祉医療費受給者証（重度身心障がい者）をお持ちの方は、
9月30日で有効期限が満了となりますので、更新の手続きが必
要です。
※受給資格者により、持ち物が異なります。9月上旬にお送りす

る更新案内をよくご確認ください。
申請期限　9月30日（金）
申請方法　役場1階住民課で申請または郵送

※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で手帳の有効
期限が9月30日までの方は、更新後の手帳をお渡しする
際に、更新後の福祉医療費受給者証もお渡ししますの
で、福祉医療費受給者証の更新案内は送付しません。

問住民課　☎︎388-1115

秋の全国交通安全運動
9月21日（水）～30日（金）

運動の基本
「子供と高齢者の交通事故防止」

9月30日（金）は
交通事故死ゼロを目指す日
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